
禁煙治療には保険が適用されます。
（規程条件を満たした方に、保険適用による禁煙治療が実施されます。）

禁煙治療プログラムに従って、

治療していきます。

禁煙したい人は医師・看護師がサポートしますので、気軽

におたずねください。ただし、予約が必要です。

どんな治療をするの？
治療前の問診・診療 ①診察

②呼気一酸化炭素濃度

の測定

③禁煙実行、継続に向

けてのアドバイス

④ニコチン製剤の処方

【診療日】

毎週：火、金曜日

【時 間】

午後３時から午後６時

･初回診療

･再診１(２週間後)
･再診２(４週間後)
･再診３(８週間後)

･再診４(12週間後)


